
（注３）●の位置は過去の記録簿の住所録を元に作成しているため、位置が若干異なる場合がございます。
（注４）交通事故としてご連絡を受けていない事故については、記載されていない場合がございます。
（注５）都道や国道、私道等の江東区が管理していない道路についての記載しておりません。

（注２）交通事故の主な事例は、ガードパイプ・ガードレール・カーブミラー・道路標識・街路樹・街路灯等への接触事故です。
（注１）●は、江東区が過去に警察や事故当事者、地元の方から、車両（バイクを含む）による交通事故（接触事故等）があったとのご連絡を受けた箇所を示しています。

平成19年度～平成28年度

接触事故報告箇所　（亀戸・大島・北砂・東砂・南砂地区）


